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第７８号議案

豊川市部設置条例及び豊川市支所設置条例の一部改正について

豊川市部設置条例及び豊川市支所設置条例の一部を改正する条例を次のよう

に定めるものとする。

平成２７年１１月２７日提出

豊川市長 山 脇 実

豊川市部設置条例及び豊川市支所設置条例の一部を改正する条例

（豊川市部設置条例の一部改正）

第１条 豊川市部設置条例（昭和５３年豊川市条例第２０号）の一部を次のよ

うに改正する。

「福祉部第１条の表中「健康福祉部」を に改める。子ども健康部」

第２条の表企画部の項に次の１号を加える。

⑹ 防災に関する事項

第２条の表健康福祉部の項中「健康福祉部」を「福祉部」に改め、同項第

４号を削り、同項の次に次のように加える。

子ども健康部

⑴ 子育て支援に関する事項

⑵ 保育に関する事項

⑶ 保健に関する事項

（豊川市支所設置条例の一部改正）

第２条 豊川市支所設置条例（平成１７年豊川市条例第３８号）の一部を次の

ように改正する。

第３条の表中「豊川市一宮総合支所」を「豊川市一宮支所」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。

（豊川市手数料条例の一部改正）
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２ 豊川市手数料条例（平成１２年豊川市条例第１４号）の一部を次のように

改正する。

別表第２中「健康福祉部関係」を「福祉部関係」に改める。

理 由

この案を提出するのは、行政運営の適正な執行を図るため必要があるからで

ある。


